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陳情第８６号 （仮称）麻生区百合丘二丁目宅地造成工事に関する陳情 

開発計画の概要 

１ 事業者 

住所 横浜市西区高島一丁目１番２号 

氏名 三井不動産レジデンシャル株式会社 執行役員 横浜支店長 小西 英輔 

２ 設計者 

  住所 横浜市中区花咲町一丁目１８番地 

氏名 株式会社 第一測量 大須賀 毅（おおすか つよし） 

３ 工事施工者 

住所 東京都新宿区余丁町１３番２７号（よちょうちょう） 

  氏名 三井住建道路株式会社 代表取締役 松井 隆幸 

４ 事業計画の名称 （仮称）麻生区百合丘二丁目宅地造成工事 

５ 事業区域の位置  川崎市麻生区百合丘二丁目１９番２３外３筆の一部 

６ 地域地区等 

  第一種低層住居専用地域、建ぺい率５０％、容積率１００％、敷地面積の最低限度１００㎡ 

第１種高度地区、宅地造成工事規制区域、日影規制 ３時間／２時間・１．５ｍ 

７ 事業区域の面積  １，９２９．７８㎡ 

８ 敷地面積  １２５．２０㎡～１４２．２８㎡ 

９ 予定建築物の用途及び戸数  一戸建て住宅、１３戸 

１０ 予定建築物の構造及び階数  木造、地上２階 

１１ 予定建築物の高さ  １０ｍ以下 

１２ 予定工事期間  平成２９年６月１日～平成３０年１月３１日 

総合調整条例・開発行為の手続き等の経過 

平成２８年１２月 １日 総合調整条例（＝以下「条例」）・事業者が市へ事前届出書を提出 

            開発行為・事業者が市へ事前相談書を提出 

     １２月１２日 条例・事業者が市へ事業概要書を提出 

            条例・事業者が隣接住民へ事業計画通知書を通知 

 条例・事業者が標識を設置 

     １２月１３日 条例・事業者が隣接住民へ個別説明を開始 

     １２月２１日～条例・隣接住民が事業者へ要望書を提出（１通） 

     １２月２６日 条例・事業者が説明会を開催（第１回） 

平成２９年 １月２２日 条例・事業者が説明会を開催（第２回） 

            （事業者が宅地の高さを７０ｃｍ下げる計画案を提示） 

      １月２８日 条例・事業者が説明会を開催（第３回） 

 ２月１７日 条例・事業者が市へ説明報告書を提出 

      ３月 ３日 条例・隣接住民が市長へ意見書を提出（１通） 

      ４月１０日 条例・事業者が隣接住民へ意見書に対する見解書を通知 

      ４月１２日 条例・事業者が市へ承認申請書を提出 

      ４月１７日 事業者が説明会を開催（第４回） 

      ４月１９日 条例・市が事業者へ承認通知書の交付 

      ４月２０日 開発行為・事業者が市へ許可申請書を提出 

      ５月１６日 事業者が説明会を開催（第５回） 

      ５月２４日 開発行為・許可処分（市が事業者へ許可通知書を交付） 

      ５月２８日 事業者が説明会を開催（第６回） 

      ６月 １日 開発行為・事業者が工事着手 
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資料５
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資料６－１

　造成計画断面図①　縮尺1/250　　　６
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資料６－２

　造成計画断面図②　縮尺1/250　　　７
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資料７●変更点：１～４番宅地と隣地との高低差
　　　　　【変更前】北側隣地より「約　５０ｃｍ低い」
　　　　　【変更後】北側隣地より「約１２０ｃｍ低い」

　（変更前）造成計画平面図　縮尺1/250　　　８
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　（変更前）造成計画断面図①　縮尺1/250　　　９
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　（変更前）造成計画断面図②　縮尺1/250　　　１０
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